
24の２
番

号 告

示

福
島
県
現
金
取
扱
員
印(

福

島
県
水
産
種
苗
研
究
所
用)

公

印

の

名

称

印

影

福
島
県
水
産
種
苗
研
究
所

の
福
島
県
現
金
取
扱
員

公

印

管

理

者

24の２ 24の２

福
島
県
現
金
取
扱
員
印(

福

島
県
水
産
試
験
場
相
馬
支
場

用) 福
島
県
現
金
取
扱
員
印(

福

島
県
水
産
種
苗
研
究
所
用)

福
島
県
水
産
試
験
場
相
馬

支
場
の
福
島
県
現
金
取
扱

員 福
島
県
水
産
種
苗
研
究
所

の
福
島
県
現
金
取
扱
員

福
島
県
告
示
第
五
百
十
九
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

新
田
作
地
区
に
係
る
県
営
農
業
農
村
基
盤
整
備
事
業(

農
地
整
備
事
業(

経
営
体
育
成
型)

)

を
行
う

た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
日
か
ら

同

月
二
十
一
日
ま
で(

二
十
日
間)

三

縦
覧
の
場
所

田
村
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

九
生
滝
地
区
に
係
る
県
営
農
業
農
村
基
盤
整
備
事
業(

農
地
整
備
事
業(

経
営
体
育
成
型)

)

を
行
う

た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
日
か
ら

同

月
二
十
一
日
ま
で(

二
十
日
間)

三

縦
覧
の
場
所

平
田
村
役
場

(

農
村
計
画
課)
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毎
週
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日
発
行(

当
日
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日
に
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と
き
は
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休
日
の
翌
日)
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○
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○
落
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者
を
決
定
し
た
件

三
九
二
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県
道
高
萩
久
田
野
停

車
場
線

路

線

名

県
道
高
萩

久
田
野
停

車
場
線

路
線
名

白
河
市
板
橋
字
小
中
田
三

〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
舟
田
字
後
河
原
一

九
五
番
地
先
ま
で

区

間

白
河
市
板
橋
字
小
中
田
三
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
舟
田
字
後
河
原
一
九
五
番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ｂ

一
一
・
〇
〜

五
〇
・
〇

Ａ

六
・
二
〜

四
八
・
○

Ｂ

一
一
・
〇
〜

五
〇
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
三
年
一
一

月
三
日

供
用
開
始
の
期
日

一
、
一
九
三
・
七

一
、
一
九
六
・
四

一
、
一
九
三
・
七

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
般
国
道
一
二
一
号

路

線

名

公

告
喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
西
原
二
六
八
番
三
地
先
か
ら

同

市
塩
川
町
遠
田
字
東
谷
地
五
番
地
先
ま
で

指

定

区

間

平
成
二
三
年

一
一
月
一
日

指
定
年
月
日

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動

車
専
用
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課

及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
２
０
１
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)

第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
23年
11月
１
日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
一
式
(据
付
け
､
組
立

て
､
調
整
､
機
器
保
守
等
を
含
む
｡
)

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
公
所
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
福
島
県
郡
山
市
待
池
台
一
丁
目
12番
地

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
23年
９
月
26日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
３
番
地

５
落
札
金
額

52,870,860円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
23年
８
月
12日

(産
業
創
出
課
)
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